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事
務
所
だ
よ
り

1 2025（令和7年）

　税制は経済社会の変化に対応するため毎年
見直されます。その流れは、与党が年末にま
とめる与党税制改正大綱を踏まえた税制改正
の大綱が閣議に提出され、閣議決定すると財
務省・総務省作成の改正法案が国会に提出さ
れます。国会審議を経て法案が可決・成立す
ると改正法に定められた日から施行されます。

ワンポイント 税制改正の流れ

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　13日・成人の日

あ
け
ま
し
て

　
　

お
め
で
と
う　

　
　
　
　

ご
ざ
い
ま
す

国　税／�給与所得者の扶養控除等申告書の提出�
� 本年最初の給与支払日の前日

国　税／�報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
� 1月31日

国　税／�源泉徴収票の交付、提出� 1月31日
国　税／�12月分源泉所得税の納付� 1月10日

（納期の特例を受けている事業所の7〜12月
分は1月20日）

国　税／�11月決算法人の確定申告�
（法人税・消費税等）� 1月31日

国　税／�5月決算法人の中間申告� 1月31日
国　税／�2月、5月、8月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 1月31日
地方税／�固定資産税の償却資産に関する申告�1月31日
地方税／�給与支払報告書の提出� 1月31日
労　務／�労働保険料の納付（第3期分）� 1月31日

�（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）
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1 月号─2

　

法
人
が
特
定
の
減
価
償
却
資
産
を

取
得
し
て
事
業
の
用
に
供
し
た
場

合
、
中
小
企
業
の
生
産
力
向
上
な
ど

特
定
の
政
策
目
的
実
現
の
た
め
、
通

常
償
却
費
の
ほ
か
に
特
別
償
却
額
の

損
金
算
入
又
は
税
額
控
除
の
適
用
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

中
小
企
業
を
対
象
と
す
る
も
の
と

し
て
、「
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
」、

「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」、「
中

小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税

制
」
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、
広
く
青

色
申
告
法
人
を
対
象
と
す
る
も
の
と

し
て
、「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

メ
ー
シ
ョ
ン（
D
X
）投
資
促
進
税
制
」

や
「
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
投
資

促
進
税
制
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
は
特
別
償
却
額
の
損
金
算
入
と

税
額
控
除
の
選
択
適
用
が
認
め
ら
れ

て
お
り
、
高
い
節
税
効
果
を
有
し
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
制
度
の
う
ち
、
今
回
は

比
較
的
、
適
用
し
や
す
い
中
小
企
業

投
資
促
進
税
制
（
以
下
「
投
資
促
進

税
制
」）
に
つ
い
て
、
そ
の
要
件
の

詳
細
を
み
て
い
き
ま
す
。

１　

特
別
償
却
と
税
額
控
除

　

特
別
償
却
と
は
、
通
常
計
算
さ
れ

る
普
通
償
却
額
に
加
え
て
、
減
価
償

却
資
産
の
取
得
価
額
の
一
定
割
合
を

特
別
償
却
額
と
し
て
損
金
算
入
が
認

め
ら
れ
る
制
度
で
す
。

　

一
方
、
税
額
控
除
と
は
、
法
人
税

の
課
税
所
得
金
額
に
法
人
税
率
を
乗

じ
て
算
出
さ
れ
た
法
人
税
額
か
ら
、

控
除
対
象
税
額
を
直
接
差
し
引
く
も

の
で
す
。

２　

投
資
促
進
税
制
と
は
？

　

中
小
企
業
者
等
が
令
和
７
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
特
定
の
機
械
等
を

取
得
し
て
事
業
の
用
に
供
し
た
場

合
、
そ
の
資
産
に
つ
い
て
特
別
償
却

の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、「
特
定
中
小
企
業
者
等
」は
、
特

別
償
却
に
代
え
て
税
額
控
除
を
適
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
中
小

企
業
者
等
の
範
囲
は
【
表
１
】
の
と

お
り
で
す
。

　

な
お
、
本
税
制
の
適
用
対
象
か
ら

は
次
の
事
業
が
除
外
さ
れ
て
い
ま
す
。

・　

生
活
衛
生
同
業
組
合
の
組
合
員

以
外
が
行
う
料
亭
・
バ
ー
・
キ
ャ

バ
レ
ー
・
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
事
業

・　

映
画
業
以
外
の
娯
楽
業

３　

適
用
対
象
資
産

　

投
資
促
進
税
制
の
適
用
対
象
資
産

（
特
定
機
械
装
置
等
）
は
【
表
２
】
の

と
お
り
で
す
。

　

い
ず
れ
も
事
業
の
用
に
供
し
た
こ

と
が
な
い
資
産
に
限
定
さ
れ
、
中
古

資
産
は
適
用
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

表１　中小企業者等の範囲
同一の大規模法人に株式総数又は出資の金額の 1/2
以上、あるいは 2 以上の大規模法人に株式総数又
は出資の金額の 2/3 以上を所有されている場合は
中小企業者等に該当しません。

資本金の額又は出資
金の額が1億円以下
の法人

資本又は出資を有し
ない法人

泫１　その事業年度開始の日前 3年以内に終了した各事業年度の平均所得金額が 15億円を超える法人は除きます。
　２　資本金 3,000 万円以下の法人及び農業協同組合等もしくは商店街振興組合が　特定中小企業者等　とされます。

常時使用する従業員が 1,000 人以下の法人に限定
されます。

農業協同組合等

中
小
企
業
者
等
泫

中
小
企
業
者

適
・

用
・

忘
・

れ
・

に要注意
中小企業投資促進税制



3─1月号

械
装
置
な
ど
の
取
得
価
額
を
い
い
ま

す
が
、
取
得
資
産
が
内
航
船
舶
の
場

合
は
、
取
得
価
額
の
75
％
相
当
額
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

⑵　

税
額
控
除
限
度
額

　

税
額
控
除
限
度
額
は
次
の
計
算
式

に
よ
り
算
出
し
ま
す
。

特
定
機
械
装
置
等
の
基
準
取
得

価
額
×
７
％

　

た
だ
し
、
控
除
額
は
そ
の
事
業
年

度
の
調
整
前
法
人
税
額
の
20
％
相
当

額
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

⑶　

繰
越
税
額
控
除

　

⑵
の
税
額
控
除
に
お
い
て
、
そ
の

事
業
年
度
で
控
除
し
き
れ
な
い
税
額

が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
翌
事
業
年
度

に
限
り
繰
越
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

た
だ
し
、
繰
越
控
除
を
す
る
事
業

年
度
の
調
整
前
法
人
税
額
の
20
％
相

当
額
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

５　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制

と
の
比
較

⑴　

制
度
の
概
要

　

中
小
企
業
者
等
が
、
製
造
後
使
用

さ
れ
た
こ
と
が
な
い
資
産
を
取
得
し

た
場
合
に
、
投
資
促
進
税
制
と
同

４　

償
却
限
度
額
・
税
額
控
除
限
度

額
と
繰
越
税
額
控
除

⑴　

償
却
限
度
額

　

償
却
限
度
額
は
次
の
計
算
式
に
よ

り
算
出
し
ま
す
。

普
通
償
却
限
度
額
＋
特
別
償
却

限
度
額
（
特
定
機
械
装
置
等
の

基
準
取
得
価
額
×
30
％
）

　

式
中
の
「
基
準
取
得
価
額
」
は
機

様
、
特
別
償
却
と
税
額
控
除
を
適
用

で
き
る
制
度
と
し
て
中
小
企
業
経
営

強
化
税
制
（
以
下
「
経
営
強
化
税

制
」）が
あ
り
ま
す
。

　

経
営
強
化
税
制
は
、
設
備
等
の
取

得
前
に
そ
の
設
備
の
類
型
に
応
じ

て
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
規

定
す
る
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
を

所
管
大
臣
か
ら
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

経
営
強
化
税
制
は
即
時
償
却
が
認

め
ら
れ
て
お
り
、
投
資
促
進
税
制
の

償
却
限
度
額
（
４
⑴
）
よ
り
有
利
な

適
用
が
可
能
で
す
。
ま
た
、
税
額
控

除
限
度
額
に
つ
い
て
も
、
適
用
対
象

法
人
が
資
本
金
３
千
万
円
以
下
の
場

合
は
、
取
得
し
た
設
備
等
の
取
得
価

額
の
10
％
（
投
資
促
進
税
制
は

７
％
・
４
⑵
）が
限
度
と
な
り
ま
す
。

⑵　

適
用
に
当
た
っ
て
の
注
意
点

　

投
資
促
進
税
制
は
確
定
申
告
書
に

必
要
事
項
を
記
載
し
、
提
出
す
る
だ

け
で
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

経
営
強
化
税
制
は
前
述
の
と
お
り
、

設
備
等
の
取
得
前
に
経
営
力
向
上
計

画
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
適
用
に
は
一
定
の
労
力
と
時
間

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

⑶　

両
制
度
の
使
い
分
け

　

適
用
対
象
と
な
る
設
備
等
に
つ
い

て
、
例
え
ば
、
取
得
価
額
１
６
０
万

円
以
上
の
機
械
装
置
や
単
価
70
万
円

以
上
の
一
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
導
入

し
た
場
合
は
、
投
資
促
進
税
制
と
経

営
強
化
税
制
の
選
択
適
用
と
な
り
ま

す
。
各
種
自
動
化
設
備
や
生
産
管
理

シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
な
ど
、
複
数

の
設
備
投
資
を
同
時
に
行
っ
た
場

合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
投
資
ご
と
に
両
制

度
を
使
い
分
け
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
税
額
控

除
限
度
額
は
、
そ
の
事
業
年
度
の
調

整
前
法
人
税
額
の
20
％
相
当
額
と
な

り
ま
す
。

６　

ま
と
め

　

投
資
促
進
税
制
・
経
営
強
化
税
制

と
も
適
用
期
限
は
令
和
７
年
３
月
末

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
設

備
等
を
購
入
し
た
場
合
に
適
用
漏
れ

や
期
限
徒
過
が
な
い
よ
う
留
意
す
る

と
と
も
に
、
今
後
の
税
制
改
正
で
、

本
税
制
の
適
用
期
限
が
延
長
さ
れ
る

か
に
も
着
目
し
、
自
社
の
設
備
投
資

計
画
を
立
て
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

表２　中小企業投資促進税制の対象資産
対象資産 金　額

①機械装置 単価 160万円以上

②測定工具
　検査工具

単価 120 万円以上	又は	単価 30 万
円以上で期中の取得価額合計 120 万
円以上

③ソフトウェア 単価 70万円以上	又は	期中の取得価
額合計 70万円以上

④車両船舶 金額制限なし
⑤建物附属設備 対象外

【参考資料】
国税庁
タックス
アンサー
No5433



1 月号─4

昨年は、大変お世話になり、 
ありがとうございました。 

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

　昨年の10月に次男の長女が産まれ、大井家初めての女の子が誕生しました。
大井家は3人の男兄弟で、長男の子供2人も男の子の為、次男の子供の性別がわ
かった時は、家族全員が喜びました。今後、健康で良い子に育ってほしいと思い
ます。
　また、来月で父親の五回忌になります。子供の頃から父親の偉大さを感じてお
りましたが、長男と次男に子供が産まれ、兄弟が子育てをしている姿を見ると、
改めて、父親への感謝の気持ちがこみ上げます。父親から会計事務所を引き継ぎ
5年目になりますが、今年はより一層、頑張る年にしたいと思います。

　令和5年10月1日よりインボイス制度が導入され、今年で2年目となりました。
免税事業者のインボイス登録は普及が進まないと思っておりましたが、取引先企
業との関係により、インボイス登録をしている事業者は多いように見受けられます。
　また、これから確定申告時期に入りますが、令和6年度の確定申告はインボイ
ス制度導入後2年目であり、今後、個人事業主の税務調査件数が増加してくると
予想されます。税務調査の対象期間は一般的には過去3年間の為、令和8年度の
確定申告実績までは、個人の税務調査の動向に目が離せません。

　今後も皆様の事業発展等に寄与できるよう取り組んで参りたいと思います。改
めまして、本年もどうぞ宜しくお願い致します。

追伸�　例年ですが、事務所新聞を送付しているお客様につきましては、年賀状の
送付は割愛させていただいております。

代表税理士　大 井 智 志　
�
� 趣　味　　運動、映画鑑賞、サウナ
� 血液型　　O型
� 星　座　　蠍座


